
．はじめに

年中国の新車販売がアメリカを抜いてから、これまで 年連続で世界トップの座に

就いている。 年に入ってから、マクロ経済の停滞に伴い、新車販売も数ヵ月連続対前

年同期比でマイナスを記録したが、大方の見方として、 年全年の新車販売は昨年とほ

ぼ同じ水準の 万台超えを達成するだろうと見込んでいる。このように、新車販売の

面において中国は世界最大の市場となっているが、中古車販売を加味した自動車取引全体

を見た場合、中国はまだ 最大 の市場とは言えないのが実情である。中国汽車流通協会

が公表した数字によれば、 年上半期、中国の中古車販売台数 ）は 万台、前年同期

比 ％増となっている。同時期の新車販売台数は 万台、中古車販売と新車販売の比率

（一般的に 新中比率 と呼ばれている）は 、アメリカの など海外に比べ

ると、極端に小さいと言わざるを得ない ）。
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）統計上、中古車の販売台数は実際の小売台数ではなく、名義変更手続を行った台数で表される場合が
ほとんどである。中古車は流通過程において、幾度の買い手、売り手を経てエンドユーザーの手に渡る
ケースがほとんどで、例えば、旧所有者 中古車業者 エンドユーザーの場合、名義変更は 回行われ
ていることになる。
） 日本経済新聞 、 年 月 日付。



中国の中古車流通が抱える問題点について、塩地（ ）は、中古車流通過程における

流通規制、特に長年にわたって中国政府の中古車流通政策が業界全体を規制色の強いもの

にしてしまい、交易市場という行政的な機能を持つ集積に中古車販売を集約した結果、市

場取引という市場経済国でごく当たり前に行われている取引及び関連業務が変質化し、歪

な行政介入によって、結局、売り手、買い手の取引自由度を制限してしまった結果をもた

らした、と指摘している。さらに、本来、消費者の権益を守ると標榜する交易市場の管理

者が実際、入居している中古車業者に対する監督、管理をしっかり行っていないケースも

多く、業者による情報開示が不十分で、消費者が安心して買い物できる環境は形成されな

いままである。また、孫（ ）は、中国の中古車取引における特異な 仲介 方式に焦

点を当て、政策由来のこの取引制度の下で、中古車業者は見せかけ上、仲介という委託販

売の形を採っているものの、実際のところ、買取販売がほとんどであると指摘した。さら

に、仲介という建前が存在することによって、中古車の所有権の移転が旧所有者と中古車

業者の間で行われず、エンドユーザーに販売されるまで中古車の名義は旧所有者のまま

で、その間の保険、車検、事故などの費用負担はすべて旧所有者が負担しなければなら

ず、このような制度上の欠陥が中古車取引を大きく制限してきたのだとしている。

近年、中国の中古車流通に係わる制度面の制約は政府政策の変更に伴って徐々に緩和さ

れる傾向にある。しかし、その中で、また新たな問題も発生している。本稿では、まず中

古車という非標準的な製品の流通過程においてどのような流通機能が求められ、そして、

それらの流通機能を遂行する上でどのような流通機関が望ましいかを分析する。また、近

年、中国における自動車関連政策の変更が中古車流通にどのような影響を与えているのか

を考察し、さらに、最近登場した中古車流通に係わる一部の新しい勢力の現状や問題点を

明らかにし、中古車流通に必要な流通機能をより有効に果たすための施策について一定の

示唆を提示したい。

．機能的アプローチから見た中古車流通

田村（ ）は、流通が果たすべき機能について、まず流通システム全体というマクロ

視点から見た場合、それを所有権移転機能、危険負担機能、情報伝達機能、物流機能と類

型化し、これらの機能を遂行する流通機関というミクロ視点から見た場合、垂直的レベル

には生産者、卸売商、小売商、消費者に分けることができ、また、彼らがそれぞれの水平

的レベルにおいては同じ機能を果たす競合他者との競争に直面していると指摘した。この

ような生産から消費に至るまでの標準的な製品の流通システムに比べて、中古車の流通シ

ステムは極めて特殊なものであると指摘しなければならない。

中古車の発生から見た場合

中古車の発生源は、 生産者 ではなく、既にその車両を所有し、一定の使用過程を経

た個人または組織である。特に発生源が個人である場合が非常に多い。また、中古車とい



う製品の属性から、税金、車検、保険等の既にその車両に付随している、しかも、行政に

よって管理される部分の移転も同時に行う必要があるため、その所有権の移転を行政機関

による承認が行われなければならない。さらに、生産者による一定のロットサイズの商品

を垂直関係にある下流の流通業者や個人に所有権を移転するのに比べて、使用歴、車検の

有効残存期間がバラバラな車両をそれぞれ個別の 名義変更 手続が必要で、それを完結

させるためには、行政手続に精通する者によってこの所有権移転機能を手掛けることが望

ましい。

そして、情報伝達機能で見た場合、中古車の発生段階においては、その使用状況、例え

ば、走行距離、事故歴、キズ具合などを正確に把握する必要がある。但し、一般的に、そ

れらの情報が中古車の売価に大きく影響するため、故意にそれを隠す者がいる可能性があ

る。また、旧所有者がそこまで詳しくそれらの情報に留意して細かく調べていない場合も

考えられる。したがって、それらの情報を客観的な方法で調べ上げ、しかも、同程度の中

古車の売価相場に詳しい者による査定が望ましい。

また、物流機能の観点から、地理的に売り手と買い手が離れている場合、商品の輸送、

保管が必要になってくる。個人間で中古車を売買する場合、できるだけ近いところにいる

者同士が取引する方が望ましい。そうでなければ、購入後の物流をどのようにするのか、

また中古車の売価に物流コストを加味した取引費用を吟味した上で、取引を行うかどうか

を判断する必要がある。

卸売と小売の過程に必要な諸機能

まず、卸売過程において中古車の場合、いかに在庫ロスを減らすかが重要であると言え

る。中古車は一部の付加価値の高いプレミアム商品を除いて、一般的に時間の経過ととも

に売価がどんどん下がっていく特性を持っている。例えば、日本では新車発売後 年経て

ば、その車種の中古車価格は新車発売時価格の約 割、 年経てばほぼ半値、 年経てばゼ

ロに近いと言われている。中古車を扱っている業者にとって、中古車を仕入れてからいか

に短期間にそれを売り切るかが経営上重要なポイントとなっている。また、中古車は他の

消費財に比べて高額であり、在庫が長期化すれば、業者のキャッシュフローが渋る可能性

も高くなる。したがって、場合によって損失を覚悟してでも長期在庫車を速く処分する必

要がある。中古車業界では、業者間による在庫車の処分をスムーズに行うために、オーク

ションという業者間の取引を行う場が形成され、また、オークションの遂行を手助けする

専門業者も多い。オークションを利用して業者間で取引が行われる場合、車両情報につい

てオークション業者は車両の検査を実施し、それに基づいた情報提供を行うが、それはあ

くまで参考情報に過ぎず、中古車を長年取り扱っている買い手の業者による独自の査定と

判断に委ねられるのがほとんどである。取引成立後、売り手側による悪質な情報隠ぺいや

改ざん、或いはオークション業者による検査上の重大なミスがない限り、売り手とオーク

ション業者は瑕疵責任を負わないのが一般的である。

さらに、オークションで取引される中古車の売価が中古車の卸売価格相場を知る上で重

要な参考情報となる。 百物百価 と言われる中古車は、同じメーカーの同じ車種であっ

中国の中古車流通が抱える問題点に関する一考察



ても、年式、走行距離、カラー、オプション、キズ具合などによって売価がそれぞれ異な

る。また、地域によって好みが異なる場合も多い。オークションで取引される車両の状態

や価格に関する情報は中古車業者にとって同車種の価格相場を知る上で欠かせないもので

あると言える。

一方、小売段階において、買い手が個人であるため、情報伝達機能が極めて重要とな

る。中古車業者は買い手に価格に関する情報以外に、車両の現況、例えば、年式、走行距

離、事故歴など、特に車両の使用状況や安全走行に係わる正確な情報を伝えなければなら

ない。自動車は数多くの部品から成る複雑な構造を持つ製品、しかも、使用者の安全に係

わる製品である。新車の場合、生産者が製品に対する品質保証を行っているため、ユー

ザーは製品に対する信頼がかなり高い。それに対して、中古車の場合、生産者による保証

期間が既に過ぎていることが多く、製品の品質保証をどのようにユーザーに提供し、彼ら

を安心させるのかが大きな課題となっている。当然、売り手による情報提供が有効である

が、多くの場合、その売り手の信用状況、また、売り手がその商品の販売後に提供するア

フターサービス保証がユーザーを安心させるためのより有効な手段となる。その意味で、

小売段階で提供される中古車情報の正確さ、売り手に関する信用情報を公的機関、または

業界団体といった権威のある公正な第三者による墨付きが必要になることもある。

．近年中国の中古車流通に影響を与える政府政策上の問題

以上で見てきたように、中古車流通システムにおいて、垂直的レベルで中古車の発生か

ら卸売、小売段階に至るまでそれぞれ重要となる機能が一様ではなく、そして、その機能

を果たす流通機関においてもそれぞれ独自の強みやノウハウを持つ必要があると言える。

さらに、各段階の流通機関がきちんとそれぞれの機能を果たしているかどうかに対して、

行政や業界団体などによる監督管理も場合によって必要となってくる。一般的に、市場経

済を推し進めてきた国において、売り手と買い手の自由な取引を前提に、行政はその取引

の公正さ、公平性を保つために制度上のルール作りやルール破りの場合の処罰に関与す

る。売り手と買い手の自由な取引にまで関与し、取引そのものが大きな制限を受けてし

まったり、また、本来各段階の流通機関が遂行すべき流通機能が行政の関与によって正常

に遂行されなくなったりする場合、その国の商品流通は歪な形となるに違いない。前述の

通り、これまで塩地（ ）と孫（ ）が中国の中古車流通政策上の問題について多く

の指摘を行った。近年、中国では中古車流通に係わる制度上の規制が徐々に緩和されてい

る一方、関連分野における新たな制度導入によって、中古車流通が大きな影響を受ける事

態も発生している。

自動車登録制限制度の導入による影響

近年、自動車市場の急拡大に伴って、交通渋滞、環境汚染などの社会問題が中国でます

ます深刻化している。それらの問題を改善するために、自動車の普及が進んでいる大都市



）例えば、北京では抽選、上海では競売という形を採っている。
） 年 月 日、北京旧機動車交易市場の副総経理、劉華林氏に対するインタビューに基づく。

を中心に自動車登録制限制度が相次いで導入されている。その制度について、まず政府

（地方政府）が毎年新たに増加する車両（買い替えは対象外）の総量を決める。その総量

を ヵ月に分割して、毎月に 回抽選または競売 ）を通じて希望者に分け与える。希望

者は実名制で抽選または競売に参加し、当たった場合、半年以内に車両（新車、中古車ど

ちらでもよい）を購入しなければならない。半年経っても車両を購入しない場合、当選は

無効となる。当然、車両を購入する際、そして自動車登録（中古車の名義変更も含めて）

の際に当選があるかどうかのチェックを受ける。ここでは、北京の事例を取り上げ、自動

車登録制限制度の導入によって、中古車流通にどのような影響を与えたのかをみることに

する。

北京では、 年 月 日より 北京市小客車数量調控暫行規定（和訳 北京市乗用車

数量調整暫定規定） が実施された。その主な骨子は以下の通りである。

年度乗用車新規登録数量を 万台、うち個人は ％、毎月 日に抽選方式（無

償）によって配分する。

外地人（北京戸籍を有しない人）は連続居住 年以上かつ北京での社会保険・納税証

明、華僑及び外国人は 年以上の居住証明が必要である。

買い替える（現所有車を売却または廃車し、新たな車両を購入する）場合、抽選の必

要はない。 但し、以下の手続を行う必要がある。

．名義変更または抹消手続き後、 ヵ月以内に申請を行うこと

．車両所有者（売却人・廃棄人）は元車両を 年以上所有していたこと

．元車両の交通違反・交通事故の処理を完了したこと

中古車を購入する場合でも、抽選する必要がある。

登録制限制度の実施によって車両の取得に際して登録するための当選証明（新たに車両

を購入する場合）、または手中に既に登録資格（買い替えの場合）を持っている必要があ

り、また、それを売却する際に買い手にも同様な証明がなければならない。中古車業者の

場合、車両の展示販売を行うために一定の在庫を持たなければならない。登録制限制度の

もとで、今の在庫台数のままで仕入れと販売を行う場合、 台売った後に 台仕入れるこ

とになる。つまり、在庫車を売ることによって得られた台数分の登録資格をもってはじめ

て仕入れが可能になるのである。販売拡大を図ろうとすると、抽選に参加して当選できて

はじめて新たな増加分の在庫を増やすことが可能となる。制度の実施にあたって、多くの

中古車業者が制度の反対を訴えた。結局、北京市政府は中古車業者に対して 社あたり

台ほどの在庫回転用の登録資格を与えた ）。

一方、中古車の小売も登録制限制度の煽りを受けている。北京では抽選に登録している

人数は約 万人と言われている。自動車 台を新たに買うために、一家全員（運転免許

を持っている全員）が抽選に登録するケースは多い。当たる確率は 分の ぐらい、運よ

く抽選に当たった場合、まず新車を買う人がほとんどである。結局、中古車業者にとっ
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て、買い手となるのは、抽選の当選者が非常に少なく、買い替えの顧客や北京以外の顧客

が極めて多い。買い替えの顧客は、今乗っている車両を中古車業者に持ち込み、まずその

下取りを済ましてから別の車両を購入する。下取りに出している車両は一般的に年式が古

く、商品価値が低いものが多い。しかも、それを引き取るために、中古車業者は持ってい

る登録資格を使わなければならない。中古車業者からすれば、本来は引き取りたくない

が、そうでもしない限り、在庫にある中古車が全く売れなくなる可能性が高い。

排ガス基準の厳格化による影響

北京のような登録制限制度を実施している大都市において、市内のユーザーに中古車を

売ることがどんどん難しくなっている中、多くの中古車業者は登録制限制度を導入してい

ない地方に目を向け、販売の機会を増やそうとしている。地方都市、特に中国の内陸部に

位置する中小都市は経済発展が遅れ、所得水準も低い。そのような地方のユーザーの中に

は高い新車を買うよりは、経済的な中古車を買う方がよいと考えている者は少なくない。

その中で、大都市で発生した中古車が地方に流れる傾向は 年前までよく見られてい

た。北京では多い時には中古車の約 ％近くが地方に販売されていた ）。しかし、最近、

大都市から地方への中古車販売が大幅に減少している。

その原因は、中国各地で相次いで導入されている排ガス規制にある。大気汚染の深刻化

に伴い、多くの都市ではその主要な発生源は自動車による排ガスであり、解決方法として

燃費効率が悪く、排ガス基準が 国 に満たない車両の転入を禁じる条例を実施した。

北京の場合、 国 は 年のオリンピック直前に全国に先駆けて導入されたものであ

る。 年にかけてその他の都市にも徐々に導入されていった。その基準を満たし

ていない車両の転入禁止というのは、つまり、北京の場合約 年落ち、他の地域の場合約

年落ちの中古車が事実上、別の地域に販売できなくなることになる。結局、 国 以

下の中古車の商品価値が急速に下がり、北京のような特にこれまで地方への中古車転出が

多い地域では、中古車業者が 国 以下の中古車を買い取らなくなり、そのような車両

に乗っているユーザーにとってはそのまま乗り続けるか、或いは買い替えのためにクズ鉄

同然でそれを売却するかの選択しかない。

．買取販売の状況─ 車王 の事例

近年、中国政府の中古車流通政策の緩和に伴い、中古車流通の現場では幾つかの新しい

勢力が登場し始めた。 年に公布された 中古車流通管理弁法 の中で、中国政府は、

それまでに 仲介 しか認めていない中古車の取引方法をはじめて 買取販売 も認める

ことを盛り込んだ。 仲介 方式は、所有権の移転が旧所有者（発生元）と新所有者（エ

ンドユーザー）の間でしか認められず、中間にある中古車業者はあくまで旧所有者と新所

） 年 月 日、中国汽車流通協会副秘書長、羅磊氏に対するインタビューに基づく。



）江蘇省 店舗、上海市 店舗、その他、四川省、河北省、天津市、安徽省、湖北省、河南省、海南
省、山東省には各 店舗ずつである。同社のウェブサイト（ ）参照。

有者を引き合わせるための存在で、取引成立後に双方から手数料を受け取るビジネスであ

る。中古車の名義変更もそれに合わせて、新・旧所有者の間でしか認められていない。そ

れに対して 買取販売 方式は、中古車業者が旧所有者から中古車を買い取ることを認

め、またそれに伴う所有権移転を前提とするもので、エンドユーザーによる購買に至るま

での流通過程において業者間の所有権移転を含めて、複数回の名義変更が可能である。こ

の方式の場合、中古車業者の収益源は売買の差益（利ざや）となる。中国の中古車流通に

おける 仲介 方式の導入経緯や問題点、そして 買取販売 方式への政策変更の詳細に

ついて、孫（ ）を参照されたい。

車王 の概況

近年中国の中古車流通に登場し、 買取販売 方式を全面に打ち出した代表的な企業の

一つは 車王 である。同社の正式名称は 車王認証二手車超市（英語名

）、 年 月 日に開業した。 年現在、全国に 店舗を展開

している ）。創業者の李海超氏は、中国最大の自動車情報サイト 汽車網 の創業者

で、筆頭株主には、君聯資本（英語名 。レノボ・グループ傘下の投資

会社）、易車集団（英語名 。自動車関連のネット企業、 易車網 で知られて

いる）、海納亜洲基金（英語名 、投資ファンド）、掌上霊通（英語名

。李海超氏が経営するネットメディア企業）といったネット関連企業や投資ファ

ンドが名を連ねている。これまで、中国の中古車業者というのは、個人資本が中心で、企

業というよりは個人商店のイメージが強い。ネット業界で名を馳せた創業者、しかも、資

金力が豊富な筆頭株主をバックに持つ同社の登場は、中国の中古車業界を震撼させた 大

事件 となった。

上海浦東店の状況

年 月 日、筆者は同社の上海浦東店を訪問し、販売現場の責任者に対するインタ

ビューを行った。以下は、その時に紹介された内容である。上海浦東店は当時開業した店

舗の中で規模が大きいものである。 階建て、店舗面積は約 、最大展示スペース

台（常時 台以上展示販売）、査定専門スペースや軽整備を行うスペースもある。仕

入先は、個人からの買取、新車ディーラー、オークションからの仕入など様々である。仕

入時には、 項目の検査を実施し、年式は 年以内、走行距離は 万キロ以内、大きな事

故がなく、浸水したこともないといった基準を設けている。同社は一番重要視しているの

は、車両状況に関する情報を徹底的に調べ上げ、エンドユーザーに正確に伝えることだと

いう。 項目の検査報告を車両と一緒に展示している。また、販売した車両に対して、

日以内返品可能、 ヵ月の品質保証も行っている。浦東店の月間販売台数は約 台、

平均単価は 万元（ 元 円、 年 月時為替レート）、同様な車種を扱っている他

中国の中古車流通が抱える問題点に関する一考察



社に比べると、 万元ほど高いという。ちなみに同社 台当たりの粗利益率は約 ％と

なっている。

同社が抱えている問題点

上海浦東店の例から分かるように、同社は徹底した情報開示を基にユーザーに 安心

をアピールしている。但し、同社のビジネスモデルは大きなリスクを抱えていることも事

実である。まず、資金の確保が大きな問題となる。上海浦東店のように、常に 台以上

の展示を保持し、 台当たりの仕入価格｛平均単価 万元 （ 粗利益率 ％）｝は約

万元からすると、それだけで 万元が必要となる。他の店舗（ 年 月時点で

は 店舗）の展示分も入れると、億元単位の資金が必要になる。当然、店舗の拡大を図る

場合、それも雪だるま方式で増えていく。それ以外に店舗の開業資金、店舗の運営費用な

ど、莫大な資金を要する。その意味で同社の筆頭株主には投資ファンドが入っていること

は実に興味深い。上海浦東店に対するインタビューの中で、担当者は 将来 を視野

に入れている という話をした。創業者の李海超氏はこれまでネット企業を立ち上げ、一

定の業績を挙げてから を果たし、莫大な資金を手に入れてきた人物である。現在、

同社が行っているのは一種の先行投資であり、いずれは を通じて資金の回収に動く

可能性はあると言える。

さらに、同社が 買取販売 を行っている点について、所有車を中古車として売りたい

と考えている者にとっては、より透明性の高い査定を受けることができ、自分の車両がど

のポイントが評価され、または評価されないのかを詳しく知ることができるようになる。

しかも、その場で買い取ってもらうことができるため、これまでの 仲介 方式のような

新所有者が現れるまで換金できない、名義変更できない状況に比べて、かなり迅速に取引

を済ますことができるようになる。しかしその反面、 買取販売 にあたって、旧所有者

から買い上げる際に名義変更をする必要があり、その車両が新所有者に販売されるまでに

発生する税金、保険、車検などの費用はすべて同社が負担しなければならない。 仲介

方式を行っている業者に比べてコスト負担が多くなる。実際、 車王 以外に 買取販

売 を導入した業者がある。 年に設立された 帥車（英語名 ） はアメ

リカの中古車販売大手の のオーナーからも出資を受け、 買取販売 を手掛けて

いたが、最近、それを 仲介 方式に転換したのである。その背景は明らかにされていな

いが、やはり、 買取販売 と 仲介 に係わる制度上の不公平によって、コスト負担の

面でかなりの差が存在することによる結果ではないかと推測される。

．オークションの状況

中古車の卸売段階において、オークションの役割は極めて大きい。日本の中古車オーク

ションは非常に発達しており、中古車の流通過程に入る約 割の車両がオークションを経

由すると言われている。日本における中古車オークションの発展経験から言えば、オーク



）日本の中古車オークション最大手企業、 社公表の 年 年のデータに基づく。
） 第一車網 年 月 日記事（ ）

ションの機能をより有効に発揮するために、以下の 点に特に留意する必要がある。まず

点目は、業者間（ ）取引に限定することである。日本では、オークションに参加

する資格要件として、 古物商 の免許を持つこと、店舗経営を 年以上経っているこ

と、一定の保証金を拠出することなどが求められる。一般個人によるオークションへの参

加は禁じられている。業者による参加に限定することで、彼らによる継続取引が期待でき

る。しかも、彼らは中古車の取扱経験を持っており、中古車という商品の特性を熟知し、

車両査定に関して豊富な知識を持っている。そして 点目は、オークション業者が車両に

関する瑕疵責任を持たないことである。オークション業者は出品者と入札者に取引の場を

提供し、双方の取引成約を促すための様々なサービスを提供することで、手数料収入を得

ている。来場者数を増やすために、出品車両の情報を事前に公表し、品揃えの充実さや商

品の魅力度をアピールするのが一般的な集客手法である。したがって、オークション業者

は出品車両に対して独自の基準に基づいて検査を実施し、その検査結果に基づいて車両情

報を公表し、しかも、車両の状態をより分かりやすくするために評価点も付けるのが一般

的である。オークション業者によるこれらの情報提供はあくまで参考情報に過ぎず、入札

者はその情報を頼りに気に入る車両があれば、独自で入札開始前にその車両をチェックす

る場合が多い。したがって、落札車両にもし瑕疵が見つかった場合、悪質な情報隠ぺいを

除いて基本的にオークション業者及び出品側は瑕疵責任を負わない。

業者 と個人 が混在

中国では、前述の 中古車流通管理実施弁法 の中で、オークションも中古車取引の一

つの方法として認められている。同政策の公布、実施に伴って、中国では中古車オーク

ションに参入するものが増えている。しかし、全体的に見て、オークションの成約率が低

く、日本のオークションの平均成約率は約 ％ ）であるのに対して、中国の場合、成約

率が ％を下回るところが多い。ある報道によれば ）、 年時点、中国全土で 社

のオークション企業が計 回のオークションを実施し、成約台数は 万台、平均 回

当たりの成約台数は僅か 台である。

中国では、オークションの参加資格に対して業者と個人の区別が設けられていないとこ

ろが多く、業者と個人が同じオークション会場で競り合う場合が多い。業者と個人、それ

ぞれ異なる立場で入札に参加し、気に入る車両があれば、個人に落札されることが多い。

なぜなら、業者と個人が入札に参加する際にそれぞれ思い描いている理想的な落札価格が

異なるからである。業者にとって、オークションは仕入の場であり、基本的に同様車種の

卸売価格相場を念頭に出品車両への入札価格を決める。それに対して個人の場合、エンド

ユーザーがほとんどで、彼らは自分用の車両を入手するためにオークションに参加するの

である。そこで、気に入る車両があれば彼らは同様車種の小売価格相場のことを考えて入

札価格を決める。結果的に、オークションでは当然小売価格相場を前提とした個人による

中国の中古車流通が抱える問題点に関する一考察



落札が多くなる。出品側にとって自分の車両がより高い価格で落札されることが良いこと

かもしれないが、しかし、オークション全体から見れば、それは決して良いこととは言え

ないのが実情である。オークション業者にとって、継続取引が重要である。個人による落

札が増え、しかも落札価格が高い傾向が続くと、入札参加希望の業者が当然減ってくる。

つまり、オークションを仕入の場として利用し、長期的な継続取引が最も望まれる業者を

遠ざけることになる。逆に、個人の入札者は 回限りの取引がほとんどで、彼らによる継

続取引は期待できない。しかも、落札価格が高い傾向が続くと、出品者が増えることに繋

がるが、入札参加者が逆に減って行き、全体の落札率が下がってしまうことに繋がる。こ

のような状況が続くと、今度、出品者も少なくなっていくという負のスパイラルに陥って

しまう。

瑕疵責任の所在が不明確

中国では、オークションで購入した車両に不備が見つかり、購入者が出品側とオーク

ション業者の両方を訴えるケースがしばしば発生する。実はオークションに出品されてい

る車両の約 割が 司法委託 車両である ）。近年、中国政府は 公用車改革 を行い、

行政機関の公用車を減らす政策を打ち出している。それに伴い、行政機関から多くの公用

車がオークション経由で民間や個人に売り出されている。そして、税関で没収されている

密輸車両、裁判所に債務不履行などで差し押さえられた車両もオークションに出されてい

る。その際に、これらの行政機関はオークション業者に 委託 する形で、車両の査定か

ら売り切り価格（最低売却価格）の設定、落札後の名義変更などの行政手続の代行を依頼

する。いわば、オークション業者が出品者の 代理人 のような役割を担わされたのであ

る。前述の日本の場合、オークション業者は出品側と入札側のどちらにも偏りせず、中立

な第三者の立場から双方の取引のサポートに徹しているのである。それに対して、 司法

委託 を受けている中国のオークション業者は中立な第三者と言えない立場に置かされ、

多くの場合、出品側と同じ立場にあると見なされ、瑕疵責任を負う者として判断される。

結局、落札側が車両の不備を見つけた時に、オークション業者に対して損害賠償を求めて

裁判を起こした場合、以上のようなケースではオークション業者が負けてしまう可能性が

高い。

．おわりに

一般的に、新車販売後 年経てば買い替え需要が増えはじめ、それに伴い中古車の流

通量も増えてくる。現在、中国の自動車保有台数は約 億 千万台 ）、うち約 割が

年以内に販売されたものである。中国の中古車市場は今後急速に拡大していくに違いな

）同上資料。
） 日本経済新聞 、 年 月 日付。



） 中国工業報 、 年 月 日付。
） 年 月 日中国北京の人民大学で開催された 第 回日中自動車産業研究交流会 における中国
汽車流通協会副秘書長羅磊氏の報告資料に基づく。
）矢野経済研究所 中古車流通総覧 年版サマリー 、 ページ。

い。中国汽車流通協会の分析によれば、 年時点では中国の中古車販売台数は年間 千

万台規模になると予想されている ）。この数字は現在の年間販売台数の約 倍に当たる。

これからの 年間、中国の中古車流通全体にとって 天変地異 の構造変化が訪れなけれ

ば、滞留する中古車がいずれは大きな社会問題を引き起こすと言って過言ではない。

まず、中古車流通業者の新規参入が避けて通れない趨勢になる。 年時点で、中国に

おける中古車流通業者の数は 社 ）、平均的に 社当たりの年間販売台数は

台である。ちなみに、日本の中古車流通業者の平均年間販売台数は 台 ）、業者の

規模からすると、中国は日本とほとんど変わらない。 年後 千万台の販売台数を捌くた

めに、単純に 社当たりの年間販売台数が今と同じ水準だと仮定すると、業者の総数は

倍の 万社になる。実際、前述の 車王 のように大規模な新規参入者も出てくるであろ

うが、要する資金規模や在庫回転率から考えると、むしろ小規模業者による新規参入が中

心になる、或いは大手業者による小規模店舗の 展開が予想される。

販売台数と業者の新規参入が着実に増えると予想される中で、中古車流通に係わる各流

通機関に有効にその流通機能を発揮させるために、現行制度の見直しや新たな制度作りを

含めて政策決定者にとってより公平、公正な制度設計が急務になっていると言える。これ

まで考察してきたように、中古車取引に直接係わる 仲介 方式と 買取販売 方式の制

度上の不公平さをまず無くしていくことが重要であろう。そのために、名義変更に伴う費

用負担を軽減する必要がある。日本の 登録一時抹消 制度が非常に参考になる。中古車

の流通過程で、業者が販売のために中古車の名義変更を行った後、エンドユーザーに販売

されるまでその車両に係わる税金や車検の有効期間を一時的に停止するやり方である。

また、中古車流通に係わる業者自身も中長期的にビジネスを展開していく上で自らが果

たすべき機能は何かについてもっと認識を深める必要がある。オークション業者の事例か

ら分かるように、業者 に場を提供するか、それとも個人 に場を提供するか、それぞれ

必要となる機能が異なってくる。それを混同してしまうと、結局 と の両方から見放さ

れることになってしまう。

その他に、本稿で指摘したように中古車流通に直接係わらないが、間接的に影響を与え

る諸政策、例えば、登録制限や排ガス規制など、その政策の立案段階においてもっとその

政策による影響を吟味する必要がある。健全な自動車社会を築くためには政策による 強

制 ではなく、政策による 誘導 がむしろ有効であることはこれまで多くの先進国の自

動車行政によって証明されてきている。中国の自動車行政に係わる為政者にも是非参考し

てもらいたい、と筆者は考える。
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